
「令和５年度農業への就業促進に向けた情報発信事業業務」 

質問に対する回答 

 

質問 回答 

１．委託仕様書の（３）委託内容の１）「三重

県の農業の魅力を発信するポータルサイト

の作成」に農業経営体等のインタビュー記事

を作成する旨の記載がありますが、２）「新規

就農者の受入実績のある産地や農業経営体

等のインタビュー記事の作成」とは別にポー

タルサイト用にインタビュー記事を作成す

る必要があるでしょうか。 

 

２．企画提案コンペ参加仕様書に支店又は営

業所等に権限が委任されている場合は、委任

状の提出が必要とありますが、本社が東京で

大阪支社から業務を担当する場合は必要と

いう認識でしょうか。 

 

３．参加申請するにあたって提出書類が間に

合わない場合は、揃っている書類は先に郵送

させていただき、11 月 30 日に間に合わない

可能性がある書類はデータを 11 月 30 日ま

でに送付し、その後郵送するという対応でも 

よろしいでしょうか。  

 

４．企画提案コンペ参加仕様書に記載がある

選定委員会でのプレゼンテーションはオン

ラインによる参加は認められていないでし

ょうか。 

 

１．「三重県の農業の魅力を発信するポー

タルサイトの作成」に記載がある農業経営

体等のインタビュー記事には、「新規就農

者の受入実績のある産地や農業経営体等

のインタビュー記事の作成」で作成するイ

ンタビュー記事を掲載してください。 

 

 

 

２．本社の東京が契約を行い、大阪支社が

業務を担当する場合は、委任状の提出が必

要です。委任事項の該当する箇所を選択

し、ご提出ください。 

 

 

３．参加資格確認申請にかかる提出書類は

持参又は郵送のいずれかで提出としてお

り、電子メール又は FAX による提出は受

け付けておりません。 

 

 

 

４．選定委員会でのプレゼンテーションは

三重県庁周辺の会議室において対面での

開催のみとさせていただいております。 

 


